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江別市障がい福祉計画等策定業務公募実施要項 
 
１ 趣旨 
 江別市では、第５期障がい者福祉計画、第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉

計画が令和８年度で計画期間が終了となることから、次期計画を策定する。 

計画の策定に当たり、策定に係る諸業務は委託することとし、受託業者はプロポーザル

により選定する。なお、当市では、三計画を一体的なものとして策定する。 

 

２ 業務の概要 

受託者は、現行計画の現状・課題の分析、国の指針や施策の動向に基づく次期計画の企

画立案、事業の方向性の検討、地域ニーズの分析、事業量の推計及び目標量の設定等を行

い、市に対して計画策定における必要な助言及び支援等を実施するとともに、意向調査（ア

ンケート調査）を実施し、収集及び分析を行った上で計画の基礎資料となるデータの整備

を行う。また、分析結果等の資料等を調製するとともに、計画書（冊子、データ）等を作

成する。 

 (１)業務名 江別市障がい福祉計画等策定業務 
(２)業務内容 別紙「江別市障がい福祉計画等策定業務委託仕様書」のとおり 

 (３)選定方式 公募型プロポーザルを実施し、提案内容、プレゼンテーション及び提案見

積額等の評価基準をもとに総合的に評価・審査の上、選定する。 

 (４)委託予定価格 金７，８１０千円以内（税込） 

 (５)業務期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 (６)日程 

項  目 日  程 

① 市ＨＰへの掲載により募集開始 令和 ８年 ４月 １日（水） 

② 質問受付期間 令和 ８年 ４月 １日（水） 

    ～ ４月 ７日（火） 

③ 応募書類受付期間 

 

令和 ８年 ４月１５日（水） 

    ～ ４月２８日（火） 

④ １次審査 令和 ８年 ５月１３日（水）（予定） 

⑤ ２次審査 令和 ８年 ５月２２日（金）（予定） 

※ １次審査は、応募が５社を超えた場合に行い、５社以下の場合は、１次審査を行

わず２次審査のみ行う。 

 

３ 応募の要領 

 (１)応募資格 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

②代表者、役員及び従業員が、暴力団員（江別市暴力団排除条例（平成２５年１２月

１９日条例第３８号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）ではないこととも

に、暴力団員の支配を受け、暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

③江別市の指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 
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  ④江別市の指名停止措置を受けていないこと。 

  ⑤市税（江別市が賦課徴収するものに限る。）、消費税及び地方消費税、所得税又は法人

税のすべてにおいて未納がないこと。 

  ⑥会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあって

は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不

健全である者でないこと。 

  ⑦別紙の業務委託仕様書で定める委託業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正

な実施体制を有すること及び当市の指示に柔軟に対応できること。 

 (２)提出書類 

  ①提出書類 

   ア 応募申込書兼誓約書（様式第１号） 

   イ 会社概要（任意様式） 

   ウ 過去の業務実績（様式第２号） 

   エ 本業務の推進体制（様式第３号） 

   オ 企画提案書（任意様式） 

   カ 業務工程表（任意様式） 

   キ 見積書（任意様式）※算出根拠等を詳細に記載すること。 

  ②提出部数 

   正本１部、副本６部の計７部 

  ③その他 

   用紙の大きさはＡ４版又はＡ３版とし、左端をホッチキス綴じ（Ａ３版は折りとす

る。）とする。支障がない範囲で、両面印刷も可能とする。 

 (３) 企画提案書の作成要領 

   別紙仕様書に記載されている全ての業務の進め方、手法等の技術的な提案内容を記載

し、下記①～⑥については、よりわかりやすく具体的に記載すること。また、本業務の

推進体制及び業務工程等を記載し、本計画策定が確実に遂行できる支援体制であること

が分かるよう、支援内容等を含めて記載すること。 

なお、委託予定価格の範囲内において、専門的見地から有益だと思われる事項につい

ては、仕様書に定めた業務以外であっても提案可能とする。 

  ①本計画策定に当たり、国が示す指針や基準に基づく考え方を記載するとともに、法令

等を踏まえ提案するポイント及び分析方法等を記載・提案すること。 

  ②意向調査についての考え方を記載するとともに、計画策定の際に活用する当市独自の

意向調査項目案を提案し、その意図及びメリット等を含め記載すること。 

  ③意向調査は計画策定のための基礎資料となることから、計画への調査結果活用方法に

ついての考え方を記載すること。 

  ④人口の現状分析、障がい児・者人口等及び障害福祉サービス等（障害児通所支援等を

含む）の利用状況等を踏まえ、今後の見込量の分析方法等を記載・提案すること。 

⑤策定委員会及び関係団体ヒアリングに係る市への支援策等を記載・提案すること。 

  ⑥第５期障がい者福祉計画、第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画につい
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ての現状分析を行い、第６期障がい者福祉計画、第８期障がい福祉計画及び第４期障

がい児福祉計画へ反映させるために必要となる課題整理及び提案を行うこと。 

⑦前各号を踏まえ、計画骨子案及び計画素案の作成手法等を記載・提案すること。 

  ⑧独自の提案事項について記載すること。 

 

 (４)応募方法 

  ①提出期限 

   令和８年４月２８日（火）午後５時１５分まで 

   上記提出書類一式を持参すること。 

   ※ 応募開始日は、令和８年４月１５日（水）とし、土曜日、日曜日、祝日及び下記

受付時間外並びに提出期限を過ぎたものは受け付けない。 

  ②提出先及び問合せ先 

   ア 提出先 

    〒０６７－８６７４ 北海道江別市高砂町６番地 

    江別市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係（市役所西棟１階１５番窓口） 

    受付時間：午前８時４５分から午後５時１５分まで 

   イ 問合せ先 

    (ｱ)障がい者福祉計画及び障がい福祉計画に関すること 

      江別市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係（担当：佐藤） 

       電話：011-381-1031（課直通）ファックス：011-381-1073 

       E-mail：fukushi@city.ebetsu.lg.jp  

(ｲ)障がい児福祉計画に関すること 

          江別市子ども家庭部子育て支援課子育て支援係（担当：吉田） 

      電話：011-381-1408（課直通）ファックス：011-381-1070 

      E-mail：kosodate@city.ebetsu.lg.jp 

 (５)質問等の受付 

   実施要項の内容について質問がある場合は、期限までに質問書を提出すること。 

  ①質問書 様式第４号 

  ②提出期限 令和８年４月７日（火）午後５時１５分まで 

  ③提出方法 質問書を電子メールにて問合せ先へ提出する。 

  ④回答方法 質問に対する回答は、応募開始日までに市ホームページに公開する。 

 (６)注意事項 

  ①本プロポーザルに関して応募者が必要とした費用は、全て応募者の負担とする。 

  ②提出された応募申込書類等は返却しないものとする。 

  ③提案は一応募者につき一提案とする。 

 

４ 審査及び選定 

 (１)審査及び選定の方法 

  ①１次審査：応募数が５社を超えた場合は、選定委員会において下記（２）の評価基準

の各項目について、提出書類に基づく１次審査を行い、上位５社を２次審査対象者と

して選定する。 
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   ア 日 時 (予 定 )  令和８年５月１３日（水） 

  ②２次審査：２次審査対象者によるプレゼンテーションを実施する。 

   ア 日 時 (予 定 )   令和８年５月２２日（金） 

   イ 説 明 時 間  ２０分以内 

   ウ 質疑応答時間  １０分（予定） 

   エ 出席者について  担当者及び責任者の２名が出席すること。 

※日時及び場所等は、２次審査対象者に対し別途通知する。 

 (２)評価基準 

項     目 配  点 

１ 提案内容の的確性について １５点 
２ 適正な情報収集力とデータ分析力について ２０点 
３ 本市の課題の分析について １５点 
４ 本業務の実施体制について １０点 
５ 業務工程（スケジュール）について １０点 
６ 同種又は類似の業務実績について １０点 
７ 見積額の妥当性について １０点 
８ 提案内容全体の総合的な評価について １０点 

合  計 １００点 

 (３)審査方法 

  ①見積額が委託予定価格を越えている場合は審査から除外する。 

  ②審査方法は、選定委員会による選定評価基準に基づく評価点により行うこととし、選

定委員は市職員（５名程度）で構成する。 

  ③評価点は各委員の評価点の平均値をもって委員会の評価点とし、これを応募者の評価

点とする。 

  ④選考する基準は、選定委員が企画提案書を審査し、委員会の採点結果が６０点以上の

者とする。 

 (４)委託契約予定者の選定 

   審査の結果、最高得点を獲得した企画提案書を作成した応募者を委託契約予定者とし

て選定する。ただし、最高得点の応募者が複数あった場合は、選定委員会の議決により

選定する。 

 (５)選定結果の通知 

   委託契約予定者を選定後、２次審査対象者に文書で通知する。選考の理由、選考結果

に対する問い合わせ及び異議等には一切応じないものとする。 

 (６)失効及び無効 

  ①提出期限、提出先及び提出方法に適合していない場合。 

  ②提出書類に虚偽の記載があった場合。 

  ③審査の公平性を害する行為又は信義に反する行為があった場合。 

(７)その他 

①委託契約予定者の選定後、本業務に係る協議をし、随意契約の手続きを行う。 

②企画提案書等の提出書類について、本プロポーザルの評価及び議会報告等で必要と判

断した場合は、応募者からの許可を得ずに、企画提案書等の使用、複製及び公開を無

償で行えるものとする。 


